
                
      入札公告 

 

  次のとおり一般競争入札に付す。 

 

    令和６年10月31日（木） 

                                                 契約担当者 

                                                    兵庫県警察本部長  村 井 紀 之 

１  業務内容 

(1) 件名 

      消火器の納入及び引取作業 

(2) 業務の特質等 

      業務の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

  (3) 履行期限 

  令和７年２月28日（金） 

  (4) 履行場所 

仕様書のとおり 

 (5) 入札方法 

      前記(1)の業務について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 

 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者

名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として

認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該業務の入札の日において受けて

いない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規

定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に

規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３  入札の参加申込及び入札の方法等 

  (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

      〒650-8510  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

                  兵庫県警察本部総務部会計課用度係  担当 大本 

                  電話(078)341-7441  内線2253  FAX(078)341-5169 

 (2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

      令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵

庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午



前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  (3) 入札・開札の日時及び場所 

      令和６年11月15日（金）午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限 

   本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム（以下「電子入札共同運営システム」という。）

の利用による入札（以下「電子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、その方法は以下に

よる。 

  ア 申込書の提出は、令和６年10月31日（木）午前９時から同年11月７日（木） 午後４時まで（県

の休日を除く。）に電子入札共同運営システムにより行うこと。 

  イ 電子入札は、令和６年11月13日（水）午後５時から同月15日（金）午前10時00分までに行うこ

と。 

  ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。 

 

４ 仕様書等に関する質問 

(1)  入札に参加を希望する者は、仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。 

また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意。）を提出する

こと。 

ア 受付期間 

令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）まで（持参の場合は県の休日を除く。）の毎日

午前 10時から午後４時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。） 

    なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）

の毎日午前９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和６年11月７日（木）は午後４時までと

する。）の間に提出すること。 

イ 受付場所 

    前記３の(1)に同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認 

     事前協議申込書 

   (ｲ) 質問 

     仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

    電子入札共同運営システム、持参又は FAX により提出すること。 

オ 確認の結果及び質問の回答 

    令和６年11月８日（金）から同月13日（水）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2)  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じること。 

(3)  入札者は、前記(1)により認められた仕様に基づき入札すること。 

 

５  その他 

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。）を、令和

６年11月14日（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本

部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提



出すること。 

  (3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10以上の額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

上げるものとする。）の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会

社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券

を契約保証金に代えて提出すること。 

      また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。    

  (4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時までに電子入札をすること。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出さ

れていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契

約締結予定日（令和６年11月22日（金））まであること。 

    ウ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした

者の入札でないこと。 

   エ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    オ  再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提

出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成。ただし、契約金額が200万円未満の場合は省略することができる。 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者

を落札者とする。 

  (8) 入札参加資格審査窓口 

  兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935 

  (9) その他 

  詳細は、入札説明書による。 

 

 

 



 

入 札 説 明 書 
 

消火器の納入及び引取作業に係る一般競争入札（以下「入札」という。）の実施については、関係法令に

定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

消火器の納入及び引取作業 

(2) 業務内容 

仕様書のとおり 

(3) 業務の条件等 

仕様書のとおり 

(4) 履行期限 

令和７年２月28日（金） 

(5) 履行場所 

仕様書のとおり 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を

受けた者であること。 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）

者名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者であること。 

ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子

入札共同運営システム」という。）に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参

加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和６年11月７日（木）午後４時までに、

所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の

随時審査を受けること。 

【入札参加資格審査窓口】 

  兵庫県出納局物品管理課（電話番号：078-341-7711（内線 4935）） 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を、参加申込の期限日及び当該業

務の入札の日において受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5)暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定

する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規

定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３ 入札参加の申込み 

(1) 参加申込 

電子入札共同運営システムにより行うこと。 

(2) 参加申込の期間 

令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）の午前９時から午後８時まで（兵庫県の休日を定



める条例（平成元年兵庫県条例第 15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

を除く。また、令和６年11月７日（木）は午後４時までとする。） 

(3) 入札参加資格の確認 

ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。 

イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を

令和６年11月８日（金）から同月13日（水）午後５時までに電子入札共同運営システムにより通知

する。 

(4) その他 

ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 

イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。 

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。 

エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。 

 

４ 仕様書等に関する質問 

(1)  入札に参加を希望する者は、仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。 

また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意。）を提出する

こと。 

ア 受付期間 

持参の場合は、令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）まで（県の休日を除く。）の毎

日午前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札共同運営システムによる場合は、令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）の毎

日午前９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和６年11月７日（木）は午後４時までとする。）

の間に提出すること。 

イ 受付場所 

    兵庫県警察本部総務部会計課用度係（兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号） 

    電話番号(078)341-7441（内線 2253） FAX(078)341-5169 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認 

     事前協議申込書 

   (ｲ) 質問 

     仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

    電子入札共同運営システム、持参又は FAX により提出すること。 

オ 確認の結果及び質問の回答 

    令和６年11月８日（金）から同月13日（水）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2)  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じること。 

(3)  入札者は、前記(1)により認められた仕様に基づき入札すること。 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

６ 契約条項を示す場所及び日時 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係   

令和６年10月31日（木）から同年11月７日（木）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後

４時まで（正午から午後１時までを除く。） 



 

７ 入札・開札の場所及び日時 

 (1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (2) 日時 令和６年11月15日（金）午前 10時 00 分 

 

８ 入札書の提出方法 

電子入札共同運営システムを利用し、令和６年11月13日（水）午後５時から同月15日（金）午前 10

時 00 分までに入札を行うこと。 

 

９ 入札書の作成方法 

(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。 

(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 

 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 入札執行回数は、２回を限度とする。 

(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の 100 分の５以上の額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。）を、令和６年11

月14日（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被

保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和６年 11月 15 日（金）以前の任意の日を開始日とし、令

和６年11月22日（火）以降の任意の日を終了日とすること。 

入札保証金又は入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額の 100 分の５未満であるときは、当

該入札は無効となるので注意すること。 

(2) 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10以上の額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上

げるものとする。）の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との

間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保

証金に代えて提出すること。 

また、財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）に基づき免除する場合もある。 

 

11 無効とする入札 

(1) 前記２の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された業務内容以外での入札、

申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と

する。 

(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、

指名停止中である者等前記２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 

 

12 落札者の決定方法 

(1) 前記１の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第 85条の規定に基づ



いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

   なお、落札の決定は項目ごとの価格ではなく、全項目の総価によるものとする。 

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。 

なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。 

(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札

をする。 

(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。 

 

13 入札に関する条件 

(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。 

(2) 入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）を求める場合、所定の日時までに提出されて

いること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が令和６年11

月22日（火）まであること。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の

入札でないこと。 

(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。 

(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

イ 初度の入札において、前記(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)

又は(5)に違反して無効となった者以外の者  

 

14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、

入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、

又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、

入札者の負担とする。 

 

15 契約書の作成 

(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約期間開始日までに契約担当者に提

出しなければならない。ただし、契約金額が 200 万円未満の場合は省略することができる。 

(2) 前記(1)の期限内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。 

(3) 契約書は２通作成し、双方各１通保有する。 

(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。 

(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、

契約を締結しない。 

 

16 監督及び検査 

監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。 

  なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

 

17 その他注意事項 

(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義

誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 



(3) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約

者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しな

いこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述

べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。 

 

18 調達事務担当部局 

〒650-8510  兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号：(078)341-7441  内線 2253  FAX：078-341-5169) 



                

提出書類の注意事項 
 

１ 参加申請・質問等の提出について（令和６年11月７日（木）午後４時締切） 

  参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。 

※ 参加申請時に下記のファイルを添付し、提出することができます。 

 

仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計

課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。

（FAX 及び持参による提出を妨げるものではありません。） 

本件入札に関しては、事前に仕様確認が必要です。事前協議申込書 

を期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、電子入札共同運営シス

テム、FAX 及び持参のいずれかの方法により提出願います。事前確認のうえ、仕様を満たすものと認め

られた物品以外での入札は無効となりますのでご注意ください。 

質問の結果の回答は、令和６年11月８日（金）から同月13日（水）午後５時を予定しています。 

 

２ 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について 

入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、前記１に

より認められた機種のメーカー名・品番・数量・金額等を記載してください。 

入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。 

  

３ 入札額について 

  入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。 

  ※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 

 

４ 開札日時：令和６年11月15日（金）午前 10時 00 分 

本件は、電子入札案件です。 

入札は、令和６年11月13日（水）午後５時から同月15日（金）午前 10時 00 分までの間に、電子入札

システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。 

なお、同システムは毎日午前９時から午後８時（土曜日及び日曜日を除く。）までの間に利用できます。 

 

５ 再入札について 

第１回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子

入札システム」により入札書を提出してください。 

なお、再入札の期限は、令和６年11月15日（金）午後２時を予定しておりますので、あらかじめご承

知おきいただきますようお願いいたします。 

 

６ 契約時について（落札業者のみ） 

① 契約書 ２通（兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること） 

② 契約保証金（履行保証保険） 

本契約と同時に、契約金額の 100 分の 10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県

警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい（な

お、契約金額が 200 万円以下の場合は、契約保証金を免除する場合があります）。 
 

○ 入札に関する質問先：【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係（担当：大本） 

ＴＥＬ：０７８－３４１－７４４１（内線 2253）  ＦＡＸ：０７８－３４１－５１６９ 

○ システムに関する質問先：【兵庫県物品調達ヘルプデスク】 

ＴＥＬ：０１２０－５５４－５３８  平日（月曜～金曜日）の午前９時から午後５時 
 



会社名

担当者名

電話

FAX

数　量（単位）

205（本）

1（本）

1（台）

※上記記載のうえ、カタログ等仕様のわかるものを添えて、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出して下さい

品　番品　目

事前協議申込書（内訳書）

消火器（ABC50型）

案件名 消火器の納入及び引取作業

メーカー

消火器（ABC20型）

消火器（ABC10型）



会社名

担当者名

電話

FAX

案件名

番号

※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書

消火器の納入及び引取作業

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県警察本部記入欄）



会社名

担当者名

電話

FAX

案件名

メーカー
金額
（円）

205 本

1 本

1 本

163 本

67 本

1 式

入　札　用　（内訳書）

消火器の納入及び引取作業

品目

小型廃消火器引取費用
（リサイクルシールなし）

ABC50型消火器

単価（税抜）
（円）

予定数量

ABC10型消火器

小型廃消火器引取費用
（リサイクルシール付き）

搬入・搬出等諸経費

合 計

型番

ABC20型消火器



仕 様 書

消火器の納入及び引取作業にあたっては、下記のとおりとする。

１ 品目及び数量

(1) 消火器（ABC10型）

(2) 消火器（ABC20型） 数量は、別表のとおり

(3) 消火器（ABC50型）

２ 機器の仕様

ＡＢＣ粉末消火器

ア 国家検定の認定を受けたものとする。

イ リサイクル基準を満たしたエコマーク付消火器とする。

ウ 新規格対応消火器であること。

エ 2025年製の、リサイクルシール付きであること。

オ 10型の消火器については、柱掛け可能な状態で納品する。

カ 10型、20型はモリタ宮田工業MEAと同等品以上（軽量品）、50型はEFと同等品以上と

する。（加圧式、蓄圧式の区別は問わない。）

３ 納入場所

兵庫県警察本部の指定場所（別表のとおり）

４ 旧機器の引取り

不要消火器（小型消火器類（粉末ABC10、20型相当等）)

数量等は、別表のとおり

５ 納入期限

令和７年１月31日（金）（消火器（ABC50型）については令和７年２月28日(金)）

６ その他

(1) 納入後、１年間のメーカー保証を有すること。

(2) 納品時には、納品書(又は受領書)を各所属ごとに作成し、納品時に受付印と受領印を２

名分もらうこと。

(3) 納入業者は消火器の販売代理店のうち、一般社団法人日本消火器工業会が廃消火器の収

集運搬／保管を委託した事業者で、発注者からの廃消火器を廃棄物として引き取ることが

できる窓口（特定窓口）であること。



購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付

警察本部
会計課 会計課 650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号

(078)341-
7441

23 1

装備課 装備課 650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号
(078)341-
7441
内線2342

80 26

厚生課 中山手待機宿舎 650-0004 神戸市中央区中山手通７丁目１－８
(078)341-
7441
内線2774

17

刑事企画課 科学捜査支援センター 652-0042 神戸市兵庫区東山町3丁目１－４
(078)341-
7441
内線4012

第一機機動
パトロール隊

本隊 653-0835 神戸市長田区細田町1丁目1番2号
(078)641-

7900
1 1

第二機機動
パトロール隊

本隊 670-0996 姫路市土山２丁目13番13号
(079)295-

9201

本隊 652-0881 神戸市兵庫区松原通4丁目2-6
（078)651
-7262

4

西播方面隊 670-0822 姫路市市川台3-13-1
(079)222-

0110

高速道路交通警察隊 本隊 651-1412 西宮市山口町下山口145
(078)907-

1707
5 3

運転免許試験場 673-0842 明石市荷山町1649-2
(078)912-

1628
12

但馬センター 667-0024 養父市八鹿町朝倉下台48-5
(079)662-

1117
1

阪神免許更新ｾﾝﾀｰ 664-0846 伊丹市伊丹1丁目14-21
(072)783-

0110

警備課 航空隊 664-0832 伊丹市下河原字牛食55番地1
(06)6844-

0450
14

機動隊 機動隊 654-0121 神戸市須磨区妙法寺字野路山1044-1
（078)741
-2556

57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 30

東 灘 658-0054 神戸市東灘区御影中町２丁目３－２
(078)854-

0110
7 7 7

灘 657-0831 神戸市灘区水道筋１丁目24番８号
(078)802-

0110

葺 合 651-0076 神戸市中央区吾妻通５丁目１番２号
(078)231-

0110
1

生 田 650-0004 神戸市中央区中山手通２丁目２－25
(078)333-

0110

兵 庫 652-0047 神戸市兵庫区下沢通３丁目１－28
(078)577-

0110
2

長 田 653-0016 神戸市長田区北町３丁目４番地９
(078)578-

0110
9 12 12

須 磨 654-0026 神戸市須磨区大池町５丁目１－30
(078)731-

0110
1 1

垂 水 655-0006 神戸市垂水区本多聞３丁目１２番１号 
(078)781-

0110
1 2 2 1

水 上 650-0045 神戸市中央区港島３丁目１
(078)306-

0110
2 1

神 戸 西 651-2273 神戸市西区糀台５丁目12－２
(078)992-

0110
8 8 8

神 戸 北 651-1142 神戸市北区甲栄台３丁目６－１
(078)594-

0110
2 1

有 馬 651-1301 神戸市北区藤原台北町６丁目18－１
(078)981-

0110
5

芦 屋 659-0065 芦屋市公光町６－７
(0797)23-

0110
4 4 4

西 宮 662-0853 西宮市津田町３－３
(0798)33-

0110
7

甲 子 園 663-8177 西宮市甲子園七番町11－14
(0798)41-

0110
11 11

尼 崎 南 660-0062 尼崎市昭和通２丁目６－８２
(06)6415-

0110
2 2 2

尼 崎 東 661-0976 尼崎市潮江５丁目８－55
(06)6424-

0110
4 4

尼 崎 北 661-0012 尼崎市南塚口町２丁目13－23
(06)6426-

0110
5 2 2

伊 丹 664-0898 伊丹市千僧１丁目51－２
(072)771-

0110
3 3 1

川 西 666-0003 川西市丸の内町１－１
(072)755-

0110
7 7 7

宝 塚 665-0835 宝塚市旭町１丁目２－30
(0797)85-

0110
3 8 8 3 1

三 田 669-1531 三田市天神１丁目10－１
(079)563-

0110

篠 山 669-2341 丹波篠山市郡家４０３番地１８
(079)552-

0110
30

丹 波 669-3309 丹波市柏原町柏原2649番地
(0795)72-

0110
2 2 2 1

ABC20型

交通機動隊

所属/ブロック

神戸

その他（小型）

運転免許課

ABC50型

住所郵便番号

本部計

別表

場所/所属

ABC10型

阪神

電話番号



購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付 購入 処分
うちリサイクル

シール付

ABC20型
所属/ブロック

その他（小型）ABC50型

住所郵便番号場所/所属

ABC10型

電話番号

明 石 673-0025 明石市田町２丁目10－10
(078)922-

0110

三 木 673-0405 三木市平田240番地の１
(0794)82-

0110
3

小 野 675-1366 加東市社1075－２
(0794)64-

0110

加 東 673-1431 小野市中島町535－１
(0795)42-

0110
9 4 4 1

加 西 675-2321 加西市北条町東高室字西中野873－７
(0790)42-

0110
1

西 脇 677-0014 西脇市郷瀬町666番地の６
(0795)22-

0110

加 古 川 675-0101 加古川市平岡町新在家1224－13
(079)427-

0110
1

高 砂 676-0015 高砂市荒井町紙町１－48
(079)442-

0110

姫 路 670-0943 姫路市市之郷926－５
(079)222-

0110
9

飾 磨 672-8035 姫路市飾磨区中島1130－９
(079)235-

0110
1

網 干 671-1234 姫路市網干区新在家1336－６
(079)274-

0110
1 4 4

福 崎 679-2214 神崎郡福崎町福崎新376番地の３
(0790)23-

0110
1 1 1

た つ の 679-4167 たつの市龍野町富永1005－1　
(0791)63-

0110
2 2

相 生 678-0007 相生市陸本町11番26号
(0791)22-

0110

赤 穂 678-0233 赤穂市加里屋中洲１丁目17番地
(0791)43-

0110
5

宍 粟 671-2573 宍粟市山崎町今宿５番地
(0790)62-

0110
19 16 2

南 但 馬 669-5213 朝来市和田山町玉置653番地２
(079)672-

0110
3

豊 岡 668-0055 豊岡市昭和町7-5
(0796)24-

0110
5

美 方 669-6746 美方郡新温泉町戸田37番地
(0796)82-

0110
1 5

洲 本 656-0024 洲本市山手２丁目１番３号
(0799)22-

0110
4 4 4

淡 路 656-2401 淡路市岩屋２９４２－２４
(0799)72-

0110
10 2 2 1

南 あ わ じ 656-0472 南あわじ市市善光寺18番25
(0799)42-

0110

148 107 101 1 0 0 0 0 0 0 23 4

205 107 101 1 0 0 1 0 0 0 123 34

１　購入

ABC10型 205 本 ABC20型 1 本 ABC50型 1 本
２　処分

ABC10型 107 本 101 本 ABC20型 0 本 0
その他（小型） 123 本 34 本

東播

うちリサイクルシール付き

西播

但馬

淡路

うちリサイクルシール付き うちリサイクルシール付き

警察署計

合計
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収入印紙 
    ○印 
貼  付 
 

                      請    書 
                               令和６年 月 日 
契約担当者 
 兵庫県警察本部長 様 
                    契約者 
                    住 所    

 
                                      氏 名                    ○印 
 
 この契約については、関係法令を遵守し、信義を守り誠実に履行します。 
１ 契約の目的 
  消火器の納入及び引取作業 
２ 契約の内容（品目、数量、単価等） 

    仕様書のとおり 
３ 契約金額     
     ￥     円（うち消費税及び地方消費税の額 \    円）  
４ 契約保証金の額（担保を徴するときは、担保の種類及び額） 
    免除（財務規則第 100 条第１項第８号による） 
５ 履行期間又は履行期限   
    契約締結日から令和７年２月 28 日まで 
６ 履行の場所        
    仕様書のとおり 
７ 債務不履行の場合の措置 
 (1) 契約の解除 
  ア 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。 
  イ 履行期間又は履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがな 
   いと明らかに認められるとき。 
  ウ 検査を妨げたとき。 
  エ 契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。 
 (2) 契約保証金の処分 
   契約が解除されたときは、県に帰属するものとする。ただし、自己の責めに帰するこ 
  とができない理由により契約が解除されたときは、この限りでない。 
 (3) 違約金の納付 
  ア 履行延滞の場合は、契約金額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額 
  イ 契約解除された場合は、契約金額の 10 分の１に相当する額（契約保証金を徴してい 
   る場合においては、当該額から契約保証金の額を控除した額）とする。ただし、自己 
   の責めに帰することができない理由により契約が解除された場合は、納付を要しない。 
８ その他 
 (1) 暴力団等の排除 
  ア 契約担当者は、ウ(ｱ)の意見を聴いた結果、契約者が次の各号のいずれかに該当する 
   者（以下「暴力団等」という。）であると判明したときは、特別の事情がある場合を除 
   き、契約を解除するものとする。 
   (ｱ) 暴力団排除条例（平成 22 年兵庫県条例第 35 号）第２条第１号に規定する暴力団、

又は第３号に規定する暴力団員 
   (ｲ) 暴力団排除条例施行規則（平成 23 年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に 
   規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 
  イ ７(2)及び(3)イの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 
  ウ 契約担当者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 
   (ｱ) 契約者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 
      (ｲ) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための 
    措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業 
    管理者に提供すること。 
  エ 契約者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を 
   受けたときは、契約担当者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査 
   等に協力しなければならない。 
 (2)  適正な労働条件の確保 
      契約者は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件 
   の確保に関する特記事項（別記第１）を守らなければならない。 
 (3)  契約不適合があるときは、契約不適合責任等に係る法令を適用する。 
 (4) 再委託の禁止 
   契約者は、この契約における業務の履行に当たって、契約業務の再委託に関する特記事 
   項（別記第２）を守らなければならない。 
 (5)  この請書に定めのない事項については、協議の上、定めるものとする。 

兵   庫   県 

 

 



別記第１ 

適正な労働条件の確保に関する特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 契約者は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することに

より、契約者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和 22 年法律第

49 号）第９条に規定する労働者（当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。以下「特定

労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第３条に規定する最低賃金

額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により

減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働

条件を確保しなければならない。 

 （特定労働者からの申出があった場合の措置） 

第２  契約担当者は、特定労働者から、契約者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払

っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するもの

とする。 

２ 契約担当者は、前号の場合においては、必要に応じ、契約者に対し、労働基準監督署への通報

に必要な情報について報告を求めることができる。 

３ 契約者は、前項の報告を求められたときは、速やかに契約担当者に報告しなければならない。 

４ 契約者は、その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特

定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

５ 契約担当者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第３の第２項及び第４の各項の

規定による契約担当者に対する報告により得た情報を提供することができる。 

 （労働基準監督署から意見を受けた場合の措置） 

第３ 契約担当者は、労働基準監督署から契約者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額

に達しない旨の意見を受けたときは、契約者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の

支払を行うことを求めるものとする。 

２ 契約者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、契約担当者が定める期

日までに当該支払の状況を契約担当者に報告しなければならない。 

 （労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置） 

第４ 契約者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払におけ

る最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けた

こと及びその対応方針を契約担当者に報告しなければならない。 

２ 契約者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）

を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の

内容を契約担当者に報告しなければならない。 

 （契約の解除） 

第５ 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 契約者が、契約担当者に対し 第３の第２項、第４の第１項若しくは第２項の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 (2) 特定労働者に対する賃金の支払について、契約者が最低賃金法第４条第１項の規定に違反し

たとして、検察官に送致されたとき。 

 （損害賠償） 

第６ 契約者は、第５の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、契約担当者に対し

てその損害の賠償を請求することはできない。 

  （違約金） 

第７ 契約者は、第５の規定により契約が解除された場合は、違約金を契約担当者の指定する期限

までに契約担当者に支払わなければならない。 



 
 別表（第１関係） 

 

 労働関係法令 
  (1) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 
  (2) 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号） 
  (3) 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 
  (4) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 
  (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律

第 113 号） 
  (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年

法律第 88 号） 
  (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第

76 号） 
  (8) 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 
  (9) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号） 
 （10） 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号） 
 （11） 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号） 
 （12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第２  

 

契約業務の再委託に関する特記事項 

 

第１ 契約者は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせては 

ならない。 

２ 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部

分をいう。 

第２ 契約者は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ（以下「再委託等」という。） 

てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の

範囲等（以下「再委託等に関する事項」という。）を記載した再委託の必要性がわかる書面を

契約担当者に提出し、契約担当者の書面による承認を得た場合は、契約者は、契約担当者が承

認した 範囲の業務を第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託等することがで

きる。 

２ 前項ただし書きにより契約担当者が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負

うものとし、契約者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければ

ならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 

第３ 契約者は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合（３次委

託等）には、契約担当者に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、

契約担当者の書面による承認を受けなければならない。なお、４次委託等以降も同様とする。 

第４ 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、契約者は、改めて再委託等に関する

事項が記載された書面を提出し、契約担当者の承認を受けなければならない。 

第５ 契約者は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第

三者の行為について、契約担当者に対し全ての責任を負うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


